
調剤をしていて

簸聞に思ったこと，

医師または患者さんに聞

かれて因ったこと，医師に疑

援照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの販問

に各分野の専門家がお答えいたします.

今問は，前月山こり|きi泣き， 2008:'1"-4月から施行さ

れている調剤報酬に|叫するZドJJiについて説明します。

後発医襲昂調剤体制加算の届出は，いったん

届出書を提出した笹も毎月行わなければなら

ないのでしょうか。それとも，届出笹の後発医襲晶の

調剤惑が30%を下回らなければ，政めて提出しなくて

も備わないのでしょうか。

後発医薬品調斉IJ体i/iIJ}J1岬:のlrcllJ.'，は. }百11.1'，受flll

後も継続して施設基準(直近 3カ)-J11Ijの後発

医薬品の調剤率が30%以卜ーで、あること)をjj:l.jたしてい

れば，改めて行う必要はありません。

しかし継続して施設基準をi前たしていることを雌

認するためにも，れ)~n 忘れずに直近 3 カ月 11\1の後発医

薬品の朔斉!ドf、f を計算しておくことが必~です。 そのI:~~ t 

もし後発医薬品の調斉IJ不が30%を下IIIIった場合に は.

速やかに変吏のJrlllJ:'，を行わなければなりません。

なお，施設)i';:ì~1'，に係るIrtJ 1:I'， ~J'j.項(調斉IJ報酬の;場合は，

基準調剤 )JII算1，基準調剤加t，~~ 2. 後発医薬品 fj~ñlJ体

l/ilJ JJu算.者既成i製剤処理)JU算の4JJ'!円が該当)について

は， }百lll'.受早1[後のtfNi世として.何年 7)-J 1日現在の状

況について報告するよう求められていますので，忘れ

ないよう花立してください。

表1に， 5月rl-'に後発阪薬品調斉IJ休ililJ}JII算に係る}，II

11，¥手続きを行った場合の考え方を例示しておきますの

で.参考にしてくださし、。
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ご質問をお寄せくだ

さい。 要頂1~49頁にあり

ることによってのみ行います。電路や

ファクシミリによる回答はご容敵くださ

い。また，特孫なケースの質問は，採用されない

こともありますのであらかじめご3'jJtください。

表1 後発医薬品調剤体制加算の届出受理後の考え方

<例> 5月中に届出手続きを行った場合 | 

[5n] Jill.'I\，I::のよ101\，交政 (2/ 1 - ，1/30の後公1~; oJ;IS.'u'， の品，~)甲IJ + I 
が30%以 u
→ 6/1-6/30の1カYJI川.加算を作?と | 

[6JJ] :ν 1. - 5/31 の後先l宍:Â~品の調剤H; を，ìltl→ ①または ' 2 )

にD:30%以J'の場合 7/1-7/31のlカJJII日.舗が統して

)JIIZì を tì:í~

(t 30%未満のnj{~ ・ 71 1 以降は加のの1下山ィ、"f，かっ
変TJiの1，1111¥が必安(以後の}jllnにぜlたっては.改めて

1，，，11'，手続きが必't¥!)

[7)J] '1ハ-6/30の後予告阪柴品川羽点IJ半を，llti→巾または@

0:30%以J'.の場介 8/1-8/:31のlカ}JII¥卜縦続して

加It):を算定

0:30%米i向の場合:8/1以降は加伐のt?:í-とイ~ ，，]'，かっ

変TJiのl，tlIl¥が必要(以後の)JII!)に当たっては.改めて

J1Ill!¥.;F<<"'}eきが必必)

[8JJ以降11-_;;";に準じて計算

Lーー-

ii: :ζれとはり')に.俳句 7JJ 1 "fJt{I:の施設J，H';(こ{品る}，IIII'，;':: (J，til'¥，制剤IIJII
tl: 1， }t. i~;"潟市lυ1) lI t1: :<.圭発|民集11hii湖南1111'制IJlltl:， 陛i'ti製剤処JlHlJlltl:
の，[Jj[1I 1 の ~~II世白 1 ~f)'[ 1 こ 1M!する甘i;lfが必史

債発医薬昂調剤俸制加算に係る後発医襲晶の

調剤率の計算は，直近 3力月閣のうち 1力月

でも30%を下回っていたら，条件を満たしていないと

判断されてしまうのでしょうか。それとも，直近3力

月閣の含計として考えればよいのでしょうか。

直近3カ月間の合計で判断します。すなわち，

対象則間となる 3カ月のうち. 1カ月もしくは

2カ月が30%未満で、あったとしても. 3カ月 I:Uの合計
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の処方せん受付@数により算出 した割合が30%以上で、

あれば，後発医薬品制斉IJ体制JJnJ7:に係る施設基準を満

たしているものと判断します (表2)。

たとえば， 2008年の2月および3月の後発医薬IIIIの

調剤率が.単月で計算した場合はどちらも30%未満で

あったとしても，4月の受付回数を含めた訓合が30%

以上であれば施設基i¥f"を満たしていることになります

ので. 5月中にJLliIL¥手続きを行っておく ことで. 翌月

の6月1日から後発侠薬品調剤休制JJfI算を算定するこ

とができます。

表2 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出書の添付書類

l( 

後発医薬昂の鼠用を目的とする分割調剤と従

来の分割調剤(長期保容の困離性などを理由

とする場合)では，保険寓定上，主にどのような遣い

があるのでしょうか。

処方せんや調剤録に記載が必要な内存につい

ては概ね同じですが，点数計算を行ううえで

若ず異なる点があります。

まず，1吋ー・薬局において，医薬品の長期保存の|週間t

性などを理由として分割調剤する場合は， 21111日以降

の調剤時に捌剤基本来|の代わりとして5点を算定でき

| 全処方せんの受付回数ならびに後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数およびその割合 |目
期間 (届出時の直近3カ月間)

全処方せんの受付回数①

後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数①

割合 (~+①)
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年月 ~ 年月

(直近3カ月間の合計)

A 
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B+A ←ここのfiliカ(30%
以 lであれば0[(
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表3 分割調剤時に算定可能な点数項目の遣い

l 分 割 繍a時の1臨 矧 調剤時の2臨 分割調剤附回目
分割調剤の種類

算定可能な点数 算定可能な点数 以降に算定可能な点数

;i1~剤 J主本干| 5/，( 
側首IJキ1(実際の司制IJ分) 調布IJ1''I-(残りうi'*) |断 IJH(伐り分*)

後発医薬品の試用を |1 12; 斉IJIM川 JIf1~; J~J!.t行 i弘中l 薬剤IJfiilJH析~'ì: J刊行導料
目的とする場合 柴市1J1'1~ttHiH!t料ほか '>>Sj'j!l'tl'li'lH;'tfJtfl 

州 1(加の 削l分)州事l…l分)"1築制|一郎j)
.. .. ..~........_-- ーー.. ... .. . .引 ' 晶 合』 ・

lV~ j'j!J1，~水平 1 5.'.':;、 5点
医薬品の長期を翠保存aとの)I調剤科 {尖際の調剤分} 調剤件 {伐り分場} 訓剤約(代り分場}
困難性など 薬剤IJ日JTJLI;H'i:.fIJ!指導料
する場合 梨両刊j報提供中:1ほか

薬剤利(尖際の調布l分)I j込郊Jfl(実際の湖剤分) I薬剤料 (災際の削扮)

*ー 1 ， ;1 ・柴 J"j において1人'JJ日L\I!またはー包化薬を I~'~邦l した場合は. .11"111の測網から通知.した11数に対応する.'，'，(数

から Ijij阿までにJfi求した点数を減じて似た点数を算定

ますが(調斉IJ;f'1は別途算定)，薬学管タIl料ーに区分されて

いる項rI(薬剤服)11脈管理!指導料，薬剤情報提供料な

ど)は-切算定できません。

一方，同一薬局において，後発医薬J!?Iの試HJを問的

として分割調剤する場合は， 2回目の調剤H寺のみ，調

剤l基本料の代わりとして5点を算定できるほか，薬学

管理科のうち薬剤服用歴管理I!指導料と楽剤情報提供料

(後期高齢者の忠者にあっては後期高齢者薬剤服用時管

理指導李|のみ)を算定することができます。ただし 3

1m以上に分割して調剤したとしても.五日l斉I]rl以外は算

定することができません。

なお，見なる薬局において分割制itJJの211JI目以降の

調剤を行う場合には，調剤済みの投与量を差しり|いた

うえで，初めて処方せんを受け付けた場合(1回 I~I )と

同様のものとして取り扱いが可能であることはいうま

でもありません (表3)。

夜間・休日等加算は，開局時間肉であって，

かつ要件に規定されている時間情(平日はO

-8時と19-24時，土曜日は0-8時と13-24時，

休日は0-24時)である場合に算定できるものとされ

ていますが，処方せんを持穆する患者が多いという理

由などから，臨時間に開局時聞を延長したような蝿含

であっても，直間・休日等加箆を算定することは司能

ですか。

算定できます。ただし，夜間・休|二1~'j;加算を

算定する場合には，あらかじめ間同時間の薬

局内外への表示とともに， 当該加算の対象となる 1:1お

よび受け付け時1m;貯を薬局内に掲示しておくことが必

要です。また，平日または土H在日の場合には，忘れず

に楽!被に処方せんの受け付け時間を記載しておかなけ

ればなりません。

例えば，平日は19時をI羽局同 IIIJとしている楽町や.

土防!日は131時を間同時t/IJとしている薬局が，同時刻以

降も臨時的に延長して開局した場合で、あっても.延長
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H剖i¥)の問に受け付けた処方せんについては夜II¥)・休日

等加算を算定することができます。

また， ー|て111'i1rIのIU1局後， 131時以降に受け付けた処方

せんであって，かっl時IHJ外加算の対象となる前のH寺1m

;;.g= (すなわち 13~181k¥ーまでの1m)の場合には， 11寺川外

加~?が算定できなくなってしまうというオ町が生 じる

ことを踏まえ.特例的に夜II.¥).休日等加算を算定する

ことが認められています。

ただしいずれのケースであっても，夜間・休|ニ|等

加算の算定要件とされている， ①薬局内外のわかりや

すい場所への|刑同時 I I\J の表示 ， ②薬!日~J 1人jのわかりやす

い場所への加算対象nや受け付け|刷:-ti1ij;;・の拘示，③薬

!杯:への1I~"Hr:i~;のめ|批(可ι1:1または 1-.11記 IJ に|以る) ーーが

必裂であることはいうまでもありません。

在宅患者訪問薬剤管理指導料は，患者が特別

麓謹老人ホームの入所書である揖含も算定で

きますか。

表4 居住系施設入居者などに規定される施設

算定できますが.末期の忠性)J草場の忠ま;ーであ

る場合に|浪られます(1ま掠保険として算定しま

す)。

従来.特別養殻主人ホームの入所者である忠者に対

しては，在宅jt才;訪れ11薬剤l管理指導料は算定できませ

んでしたが， 2006年度診療報酬改定において， 2006 

4ド4Hから， :(F宅療養文援診療所の|歪ninによる指示で

あって，かつ末期のJ忠'11/:)]現場の忠者である場合にIUiり

算定できるよう見出:しが|支|られました。

その後さらに， 2008年度診療報酬改定において見直

しが I~Iられることとなり. 2008年4)-Jからは，ヂE宅療並

立;援診掠f9rのILIr:lliによる指示か汗かに関係なく，~ミWJの

J414性)JiE磁の込1点ーて、あればti:Aで-きるようになっています。

在宅患者訪問難問管理指導料は，①在宅額獲

の患者と②居住系施盟入居者などの患者で，

それぞれ異なる点蝕を寓定するよう見直しが図られま

した。簡定要件の申で「居住系価額入居者等jについて

| 施設崎類 続法 1 

職員の 在宅患者訪問薬 l・
配置基準E3iI 剤管理指導料*.・

養護老人ホーム (①) 老人品川l:it第20条の，1

軽費老人ホーム (②) I，;J法第20条の6

有料老人ホーム (③) Hi-l;第29条第 lfS(

特別養護老人ホーム 同iHl20条の5

l宍f:lli 0*:1 
薬剤HlIli x 

l災 fllli ム*1
柴斉IJflili x 

|主f:m x 
薬方1Jr.l¥i x 

|矢印li 0*:; 
;!I.ょ市IJf:lli x 

× 

ム

(A:!5'Jのみ不可)

O 

A 

。
×

X
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[ ，'::j由:日の);';，11:の安定締似にI!JJする [I宍 f:lli 
高齢者専用賃貸住宅 (@))I il;f[~施行規則的紛6 日 |薬剤RIll × | O 

認知症対応型共同生活介 [，_"."，，，，.，，"<. -.. .，... _.，，' 1 1夫 自ili x 
|介護保険iHl8条約18JJiほか [ ;，，; >"~;;:; 0 護(グループホーム)ほか I)lljxl~，，;t"!I~，.!.，:.-r ./O'A":~J10"Jt ;d-IJ- 薬剤耐li x v 

*1 配WI~災必あり→Q， 配irLi~務-- :il;あり→ム.配ii'UíU:告なし→×
*2 1?:，I::"f-・0.-'{，Im，じ"J→ム.算定ィ、"f→ ×の1自ら また.必'l!!に応じて fJ丹"UHt'i'i:PI'Hij持1!iJ(介。巡似

民主)として統み伴え

*3 .[人 lM l!1υ;司~J I条第 IJl'i. r j高，;~.Jf:人ホームの11~1'jll世びili 'I:(，(こ|刻す る~，~ i・II;J (1966 '1・IJJ I 11， /'/'''-'r，令
~19~J.)~12条第 l 耳1において則定

*，1 r悦 'l~老人ホームのii~f~1ì及びili 'I~;についてJ (19i2 "1' :2 JJ 26 11， 11 老~ Iï ~J . ) において槻山
*5 .[人悩l!I:iHilI7条第1JJ(， r特別必;迎.[人ホームのE12備投ひ'ili'Fi'に|則する広ill;J(19り9"1' :3)]:)1 11， /'/'1: 

'r，令 t!'}46 り)提出 12~長第 1 JJiにおいて胤定
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規定されていますが，ここで示されている施誼の入居

者または入所容であれば，在宅患者笥間襲剤管理指導

料{居住系施盤入居者等の場合350点)を算定できると

解釈しても構いませんか。

イιE宅j忠t忍i者訪問薬斉剤|リl片4科符4寺:理司理l!f桁行導半苧料料:1千|↓，の筒算:定要l'件q午1'.(f悦羽

?意主1事L切g項司通主知知n)のl:j中千やIで

者者.または入所者者.で、あつても，必ず íJ~iイJ系施設入居者

等」の点数を算定できるというわけで、はありません。

例示 されている施設のうち，養護老人ホームおよび

特別養設老人ホーム，また， ilま貨老人ホームのA型は

Information 

法的に|室nlliの配置が義務付けられている施設であるこ

とから，これら施設の入所者については在宅忠者訪問

薬剤管理指導料(もしくは問ー宅療養管理f!.指導費)を算定

することはできません。ただし特別養護老人ホームの

入所有にあっては， 末期の;忠性JJ車桜である場合に|浪り

算定することが認められています(その際は医療保険と

して算定してください)。

表4に，算定要件に規定されている施設について.

法的位置付けや配置~iじゃなどを fSとしてまとめてみ

ましたので参考にしてください。

調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者さんに聞かれて困ったこと.

医師に疑義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの騒聞に各分野の専門家がお筈えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1 質問の範囲

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例えli.処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる

実例で.専門家の意見が知りたい.という場合など。

~ij呆険調剤IJ. 調剤報酬などに関する質問

例えば，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

や匂請求もれがあった場合の対応は?という質問など 0

(3j調剤技術などに関する質問

例えば A散と B末を配合しでもよいか? また. c 
錠を粉砕してよいか? という調剤技術上の質問など。

2.質問は文書で日本薬剤師会 n周到jと僧幸aJ係まで‘ご連

絡ください。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが、さらに詳しい内容

をお間きしないと回答できないこともありますので.住

所司氏名.電話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は，編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6.質問が採用された方には、じほうから図書カードが贈呈

されます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも f調剤と情報』誌に掲敏を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答え

できません。ご了承くださし、。また‘回答は本誌面によってのみ行います。電話やファク シミリによる回答はご容微ください。

〒160-8389 東京都新宿区四谷3-3-1富士・国保連ビル

送付先 日本薬剤師会 「調剤と情報j事務局

TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 

調剤と情報 2008.5(vo1.14 No.5) 49 (573) 


